
（4面へ続く）

�乳幼児期の子育ち・子育て出前講座「すこやか
な子育てとは～まなざしに守られる大切さ」

日時 �5月27日㈯10時～12時
場所 浜見平保育園
講師 橋本洋子さん（山王教育研究所臨床心理士）
対象 市内在住・在勤の方30人〈申込制（先着）〉
申込 �4月24日㈪～5月24日㈬に☎で（氏名・電話番号、

託児の有無を記入し、 （88）1394も可）
ほか �託児未就学児10人〈申込制（先着）。5月18日㈭まで〉
問合 �教育センター研究研修担当☎（86）9965

子育てが少し楽になる！�少人数グループ
でしつけの練習「ほしつ☆メソッド」

日時 �①6月14日㈬10時～12時②6月12日・26日、7月10
日いずれも月曜日10時～12時（全3回）

場所 �男女共同参画推進センターいこりあ
対象 �①2歳の子どもの保護者10人②3歳以上の子どもの

保護者8人〈いずれも申込制（先着）〉
申込 �①4月17日㈪～6月7日㈬に☎で②随時
ほか �託児6か月～未就学児〈申込制〉②は個別に事前説

明あり
問合 こども育成相談課家庭児童相談室☎（82）1151

児童手当の受給には申請が必要です
　0歳～中学校修了前の子どもを養育している方が対
象で、申請月の翌月分から支給されます。子どもが生
まれた、市外から転入した、市外に転出する、住所・
氏名などを変更した、受給者が公務員になったなどの
ときには届け出が必要です。
問合 子育て支援課手当給付担当

子どもを短期間預けたい
子育て短期支援事業

対象 �以下の全てに該当する子ども○市内在住の満2歳
～小学6年生○健康で集団生活が可能○一時的に
保護者の養育が困難で他に世話をする人がいない

申込 �市役所子育て支援課で事前登録（必要書類など詳
細は要問い合わせ）

問合 �子育て支援課子育て推進担当
ショートステイ事業
（宿泊で預かる）

トワイライトステイ事業
（夕方から夜に預かる）

利用できる事由
保護者の病気や出産、
家族の介護、出張、
育児疲れなど

仕事や家族の介護
などで保護者の
帰宅が遅くなる

利用時間他

24時間（児童の受け入
れ・引き取りは9時～
19時）
1回に6泊7日以内、月
に10日以内、年度内
に48日以内

17時 ～22時（土・
日曜日、祝日、年
末年始を除く）
年度内に50日以内

預かる施設 白十字会林間学校（富士見町）
定員 原則1日6人

料金〈食事代を含む〉
非課税世帯・
生活保護世帯
は減免あり

1人1泊2日6000円
（1泊増えるごとに
3000円増）

1人1回1500円

通園・通学先（学童
保育を含む）への送
迎。※�自宅への送
迎は行いません

市内に限り、通園・
通学先への送迎を無
料で実施（預かり開始
時は迎え不可）

預かり開始時、市
内の通園・通学先
への迎えを1人1回
200円で実施

�
子育て支援事業の
みなし寡婦（夫）控除の適用を始めました

　4月から子育て支援事業の「みなし寡婦控除」を適用
しています。これはひとり親世帯の方が各種制度を利

用する場合に、非婚のひとり親家庭の方が「寡婦（夫）
控除」の適用が受けられないために、同じひとり親世
帯であるにも関わらず生じていた不平等を解消するも
のです。詳細は各担当課にお問い合わせください。
　なお、みなし寡婦（夫）控除の適用は利用料金などの
算定に使用するもので、所得税や住民税を減額するも
のではありません。所得の状況によっては、利用料な
どが減額にならない場合があります。

対象 担当課
母子家庭父子家庭高等職業訓練促進
給付金等事業

子育て支援課幼稚園就園奨励費
短期支援事業の利用料
助産、母子生活支援施設での負担金 こども育成相談課
認可保育所などの保育料・児童クラブの
育成料 保育課

保険・年金・税金
住宅の建て替えや取り壊しを
予定している方はご連絡を

　住宅の建っている土地は住宅用地の特例が適用さ
れ、固定資産税が軽減されています。住宅を取り壊し
1月1日に新たな住宅が完成していないと翌年度からこ
の特例が適用されず、土地の固定資産税は高くなりま
す。ただし、一定の要件を満たす土地と住宅は、住宅
用地の特例が適用されますので、建て替えや取り壊し
をする前にご連絡ください。
問合 �資産税課土地評価担当・家屋評価担当

国民年金保険料の学生納付特例の届け出
　大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校や各種学校などに在学する学生で、本人の前
年所得が一定以下の場合に学生納付特例を申請する
と、申請した年度（4月～翌年3月まで）の国民年金保険
料の納付が猶予されます。申請は年度ごとに必要です。
年金手帳、印鑑、学生証（2017年度有効なもので、写
しは裏表）、来庁者の身分証明書（代理の方の場合）が
必要です。10年以内であれば追納できますが、3年度
目以降は経過年数に応じて加算金がつきます。
問合 �藤沢年金事務所☎0466（50）1151、保険年金課年金

担当

スポーツ
トレーニング室利用者講習会
①総合体育館②屋内温水プール

日時 �①5月9日㈫9時～9時45分・9時45分～10時30分、5
月20日㈯18時～18時45分・18時45分～19時30分②5
月7日㈰18時～19時、5月26日㈮9時30分～10時30分

対象 �15歳以上の方各回30人〈申込制（先着）。中学生不
可〉

申込 �5月1日㈪～①8時30分～②9時～各施設窓口へ
問合 �①総合体育館☎（82）7175②屋内温水プール☎（84）

1144

弓道教室
日時 �5月9日㈫～23日㈫の水曜日を除く平日9時30分～

12時（全9回）
場所 総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の初心者20人〈申

込制（抽選）。中学生不可〉
申込 �4月25日㈫9時30分～9時45分に総合体育館弓道場

で整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用3000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

トータルリラクゼーション教室
日時 �5月9日～6月27日の毎週火曜日19時～20時（全8回）
場所 総合体育館
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の初心者80人〈申

込制（抽選）。中学生不可〉
申込 �4月25日㈫18時45分～19時に総合体育館会議室で

整理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用1600円
問合 �総合体育館☎（82）7175

2017年度　第1回健康運動教室
「春の美

び

筋
きん

エクササイズ」
日時 �5月12日～6月30日の毎週金曜日10時～11時30分
（全8回）

場所 �総合体育館
内容 �ソフトエアロビクス、ピラティス、ヨガ他
対象 �市内在住・在勤・在学で15歳以上の方40人〈申込

制（抽選）。中学生不可〉
申込 �4月21日㈮9時45分～10時に総合体育館会議室で整

理券を配布（1人1枚、代理人可）
ほか �費用3000円
問合 �総合体育館☎（82）7175

無
む

拳
けん

無
む

意
い

求
きゅう

湘南会�太極拳交流表演会
観覧者募集

日時 �5月13日㈯9時～16時
場所 �総合体育館（入退場自由）
問合 �茅ヶ崎太極拳協会☎（52）5804山田

市陸上競技選手権大会
日時 �5月14日㈰9時～（予備日5月28日㈰）
場所 �相模川河畔スポーツ公園陸上競技場
対象 �市内在住・在勤・在学の方、茅ヶ崎陸上競技協会

登録者、寒川町の中学校・高校在学の方〈申込制〉
申込 �4月15日㈯～18日㈫（必着）に申込書（茅ヶ崎陸上競

技協会HPまたは市HPで取得も可）を〒253-0084円
蔵2-6-29小室誠一へ

ほか �費用500円。茅ヶ崎陸上競技協会登録者・高校生
300円。中学生は要問い合わせ。リレーは1チーム
700円

問合 �茅ヶ崎陸上競技協会☎090（1863）7284小室
市総合体育大会
ミニバスケットボール競技～小学生の部

日時 �5月14日㈰・20日㈯いずれも8時30分～
場所 �総合体育館
ほか �詳細は問い合わせ
問合 �スポーツ推進課推進担当☎（82）7136

ママさんバレーボール大会
日時 �5月21日㈰9時～
場所 �総合体育館
対象 �市内在住・在勤の方または茅ヶ崎ママさんバレー

ボール連盟登録チーム〈申込制〉
申込 �5月2日㈫17時までに申込書（総合体育館内スポー

ツ推進課で配布中。市HPで取得も可）を持参

茅ヶ崎市のHP（携帯電話用）URLhttp://mobile.city.chigasaki.kanagawa.jp/

広告掲載のお申し込み・お問い合わせは秘書広報課へ
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